
 那須塩原市木の俣園地条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 改　　　　正　　　　案  現　　　　　　　　　行 

 （使用料の納付期間）  （使用料の納付期間） 

 第７条　条例第９条第１項の規則で定める期間は、毎年  ４月１日  から  ９月 

 ３０日  までとする。 

 第７条　条例第９条第１項の規則で定める期間は、毎年  ７月１日  から  ８月 

 ３１日  までとする。 

 ２　（略）  ２　（略） 

 別表（第５条関係） 

 施設  供用期間  供用時間 

 （略）  （略）  （略） 

 駐車場  毎年１月１日から  ３月３ 

 １日  まで及び  １０月１日 

 から１２月３１日まで 

 終日 

 毎年  ４月１日  から  ９月３ 

 ０日  まで 

 午前７時から午後６時まで 

 別表（第５条関係） 

 施設  供用期間  供用時間 

 （略）  （略）  （略） 

 駐車場  毎年１月１日から  ６月３ 

 ０日  まで及び  ９月１日＿ 

 から１２月３１日まで 

 終日 

 毎年  ７月１日  から  ８月３ 

 １日  まで 

 午前７時から午後６時まで 


